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山形県告示第848号

　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３第１項の規定により、指定障害児通所支援事業者を次のと

おり指定した。

　　平成28年10月７日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

指定障害児通所支援事業者の

名称及び主たる事務所の所在地
事業所の名称及び所在地

障害児通所支援の

種類
指定年月日

社会福祉法人山形県コロニー協

会

山形市桜田南１番19号

山形コロニー子育てサポート　うぃ

る天童

天童市駅西四丁目９番20号

児 童 発 達 支 援 平成28. 8.29

株式会社ドレミ幼児園

山形市馬見ケ崎三丁目６番11号

児童発達支援教室　ドレミ

山形市馬見ケ崎一丁目11番20号
児 童 発 達 支 援 同　　　8.31

株式会社ドレミ幼児園

山形市馬見ケ崎三丁目６番11号

児童発達支援教室　ドレミ

山形市馬見ケ崎一丁目11番20号

放課後等デイサー

ビス
同
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山形県告示第849号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項の規定により、指定介護予防サービス事業者を次のとおり指

定した。

　　平成28年10月７日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第850号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第82条第２項の規定により、指定居宅介護支援事業者から次のとおり廃止

する旨の届出があった。

　　平成28年10月７日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第851号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第115条の５第２項の規定により、指定介護予防サービス事業者から次のと

おり廃止する旨の届出があった。

　　平成28年10月７日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第852号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の２（中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により生活

保護法の規定の例によることとされる場合を含む。）の規定により、指定介護機関から次のとおり廃止した旨の届

出があった。

　　平成28年10月７日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

指定介護予防サービス事業者

の名称又は氏名
事業所の名称及び所在地 サービスの種類 指定年月日

株式会社元気の森

ミック健康の森　山大前

山形市東原町一丁目11番27号　プリオビ

ル１Ｆ

介護予防通所介護 平成28. 8.18

株式会社出羽のさとあのの
出羽のさとあのの

山形市三日町二丁目１番41号
介護予防通所介護 同　　　8.26

指定居宅介護支援事業者の

名称
事業所の名称及び所在地 サービスの種類 廃止年月日

合同会社さくら居宅介護支援

事業所

さくら居宅介護支援事業所

尾花沢市大字市野々85番地
居 宅 介 護 支 援 平成28. 8.31

指定介護予防サービス事業者

の名称又は氏名
事業所の名称及び所在地 サービスの種類 廃止年月日

特定非営利活動法人ワーカー

ズコープ

特定非営利活動法人ワーカーズコープ

山形支所　陽だまり宅老所

山形市美畑町11番28号

介護予防通所介護 平成28. 8.23

指定介護機関の名称
施設又は実施

する事業の種類
指定介護機関の所在地 廃止年月日

本間病院ヘルパーステーショ

ン

訪 問 介 護

介護予防訪問介護
酒田市中町三丁目５番23号 平成26. 3.31
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山形県告示第853号

　漁業法（昭和24年法律第267号）第129条第３項の規定により、次のとおり第５種共同漁業権遊漁規則の変更を認

可した。

　　平成28年10月７日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　(1) 漁業権者の名称及び住所

　　　イ　名　称　西置賜漁業協同組合

　　　ロ　住　所　西置賜郡白鷹町大字荒砥乙555番地の１

　　(2) 漁業権の免許番号

　　　　内共第３号

　　(3) 変更の内容

　　　　第10条第２項中「300円」を「1,000円」に改める。

　　(4) 変更後の遊漁規則の施行日

　　　　平成29年４月１日

２　(1) 漁業権者の名称及び住所

　　　イ　名　称　日向荒瀬漁業協同組合

　　　ロ　住　所　酒田市市条字八森308番地

　　(2) 漁業権の免許番号

　　　　内共第21号

　　(3) 変更の内容

　　　　第３条第１項の表中「７月10日」を「７月１日」に改める。　　　

　　（4）変更後の遊漁規則の施行日　

　　　　平成29年４月１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第854号

　入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律（昭和41年法律第126号）第11条第１項の規定により、

同法第３条の規定により高沢入会林野整備組合代表者滝口實から申請のあった入会林野整備計画を認可した。

　　平成28年10月７日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　病院事業局関係　

規　　　　　程

山形県病院事業管理規程第15号

　山形県病院事業局組織規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　平成28年10月７日

山形県病院事業管理者　　新　　　澤　　　陽　　　英

　　　山形県病院事業局組織規程の一部を改正する規程

　山形県病院事業局組織規程（平成15年３月県病院事業管理規程第２号）の一部を次のように改正する。

　第８条の表山形県立河北病院の項中「放射線科」を「リハビリテーション科、放射線科」に改める。

　　　附　則

　この規程は、公布の日から施行する。

 　　　　　　　　　　　　

公　　　　　告
 　　　　　　　　　　　　

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第４項の規定により、次のとおり特定非営利活動法人の定

款の変更の認証について申請があった。

　　平成28年10月７日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子
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１　申請のあった年月日

　　平成28年９月23日

２　申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された

目的

　(1) 名　称

　　　特定非営利活動法人支援センターなのはな畑

　(2) 代表者の氏名

　　　阿曽　千一

　(3) 主たる事務所の所在地

　　　酒田市福山字貝ラケ８番地

　(4) 定款に記載された目的

この法人は、障害をもつ人誰もが、地域で共に暮らし、日常生活を当たり前に過ごすことができるように支

援し、豊かな地域社会づくりに参画することを以て、福祉の増進に寄与することを目的とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　山形県屋外広告物条例（昭和49年10月県条例第59号）第22条第１項の規定により、屋外広告物講習会を次のとお

り実施する。

　　平成28年10月７日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　講習会の日時及び場所

　(1) 日　時  平成28年12月１日（木）午前９時から午後４時30分まで

　　　　　　　平成28年12月２日（金）午前９時から午後４時20分まで

　(2) 場　所　山形市松波二丁目８番１号　あこや会館２階201会議室

２　受講手続

受講申込書を平成28年11月18日（金）までに山形市松波二丁目８番１号山形県県土整備部県土利用政策課景

観・地域づくり担当に提出すること。

　　なお、講習手数料として4,000円を、受講申込書に山形県収入証紙を貼付して納付すること。

３　その他

　　詳細については、県土整備部県土利用政策課景観・地域づくり担当　電話023(630)2430に問い合わせること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　特定調達契約に係る落札者を次のとおり決定した。

　なお、この落札に係る調達は、1994年４月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定（以下「協定」と

いう。）、2012年３月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された協定

その他の国際約束の適用を受ける。

　　平成28年10月７日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　落札に係る物品等の名称及び数量　ノート型パソコン　1,208台

２　特定調達契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地

  　山形県会計局会計課調達担当　山形市松波二丁目８番１号　電話番号023(630)2720

３　落札者を決定した日　平成28年８月29日

４　落札者の名称及び所在地

　　株式会社管理システム山形本部　山形市松栄二丁目２番１号

５　落札金額　73,224,000円

６　特定調達契約の相手方を決定した手続　一般競争入札

７　山形県物品等又は特定役務の調達手続の特例に関する規則（平成７年12月県規則第95号）第３条の公告を行っ

た日　平成28年７月19日
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